
 

 

看護師国家試験受験について 
 

看護師国家試験に合格していない卒業生の皆さんへ 
 

駒沢看護専門学校の閉校に伴い、諸証明を発行する学校法人駒沢岩見沢 

学園では「看護師国家試験受験写真用台紙の照合(本人確認)を行うことが 

できません。 

 

※各試験地を管轄する看護師国家試験運営臨時事務所窓口で受験者本人である旨の確認 

を受けてください。 

 

① 出願先へ出願書類一式を直接持参する場合 

→写真が付してある身分証明書を提示 

② 出願先へ出願書類一式を郵送する場合 

→写真が付してある身分証明書(コピー不可・個人番号カード不可)を規定の方法で送付 

 

※詳細につきましては、厚生労働省ホームページ 

「看護師国家試験の施行」の内容を必ずご確認ください。 

(毎年８月１日に更新されます。必ず熟読してください。) 

https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/kangoshi/  

 

※看護師国家試験に必要な卒業証明書について 

  看護師国家試験受験時には「卒業証明書」を添付しなければなりません。 

        卒業証明書は「閉校した専門学校の証明書について」より発行申込用紙に必要事項を 

記入の上、余裕をもって申し込みください。 

なお、看護師国家試験用の卒業証明書となりますので申し込み用紙の「卒業証明書 

・看護師国家試験用」に〇印をつけてください。(電話・メール等は不可) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料 1 

受験願書等の請求方法について（受験願書配布時期 10月中旬以降） 

看護師国家試験運営本部事務所若しくは看護師国家試験運営臨時事務所又は厚生労働省からも入手することが

できる 

願書請求用紙 見本 （指定された切手代など、自分の受験にあわせて準備） 

 
 

資料２  写真台帳の本人確認に関して：写真が本人と相違ないことの証明が必要 

閉校のため、赤〇部分が証明できない 

そのため、看護師国家試験運営本部(または臨時)事務所での証明を受ける必要がある 

   証明の方法が、ｐ１「写真台帳について」 ４参照 

 



 

写真台帳の本人確認に関して(HP より抜粋) 

 

5 受験手続 

1. (1)試験を受けようとする者は、次の書類等を提出すること。 

アすべての受験者が提出する書類等 

(ア)受験願書 

保健師助産師看護師法施行規則（昭和 26 年厚生省令第 34 号）第２号様式により作成すると

ともに、受験願書に記載する氏名は、戸籍（中長期在留者については在留カード又は住民票、

特別永住者については特別永住者証明書又は住民票、短期在留者については旅券その他の身

分を証する書類）に記載されている文字を使用すること。 

(イ)写真 

出願前６月以内に脱帽して正面から撮影した縦６センチメ－トル、横４センチメ－トルのも

ので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載し、厚生労働省又は看護師国家試験運営本部事務

所若しくは看護師国家試験運営臨時事務所において交付する受験写真用台紙に貼り付けた上、

同台紙に所定の事項を記載して提出すること。 

なお、写真の提出に当たっては、卒業し、若しくは在籍している指定大学、指定学校若しくは

指定養成所又は看護師国家試験運営本部事務所若しくは看護師国家試験運営臨時事務所にお

いて、その写真が受験者本人と相違ない旨の確認を受けること。 

※郵送により本人確認を受ける際は、写真が付してある身分証明書等（コピー不可。個人番号

カード不可）及び（ウ）とは別に返信用封筒（郵便番号、宛先及び宛名を記載し、身分証明書

等の返送に必要な郵便切手を貼り付け、書留の表示をしたもの）を同封すること。 

(ウ)返信用封筒 

縦 23.5 センチメートル、横 12 センチメートルのもので、表面に、郵便番号、宛先及び宛名

を記載し、590 円（定形郵便 110 円+一般書留 480 円）の郵便切手を貼り付け、書留の表示

をすること。 

イ４の（１）から（３）又は（10）に該当する者が提出する書類 

指定大学若しくは指定学校の修業証明書若しくは３年以上看護師になるのに必要な学科を修め

たと判定されたことを証する書面（以下「修業判定証明書」という。）若しくは修業見込証明書

又は指定養成所の卒業証明書若しくは卒業できると判定されたことを証する書面（以下「卒業判

定証明書」という。）若しくは卒業見込証明書 

  


